
 
公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法） 手続きフローチャート 

公拡法第４条第１項の要件に

該当する土地の所有者 

公拡法第５条第１項の要件に

該当する土地の所有者 

公拡法第４条第１項に基づく届出 

土地有償譲渡届出書など提出 

公拡法第５条第１項に基づく届出 

土地買取希望申出書など提出 

当該土地が所在する市の長（窓口:弘前市都市計画課） 

青森県など地方公共団体等に買取希望の有無を照会 

地方公共団体等から買取り希望が

なかった旨を直ちに通知 

買取希望をした地方公共団体等の中から

協議主体を決定 

協議主体の決定から３週間以内に土地所

有者及び地方公共団体等に買取りに係る

協議を行うべきことを通知 

土地所有者 

土地所有者 地方公共団体等 

協議 

第三者への譲渡が可能 土地所有者及び地方公共団体等の

間で売買契約を締結 

個人又は企業などに有償で譲渡したい 地方公共団体等に有償で譲渡したい 

協議成立 協議不成立 

買取り希望あり 買取り希望なし 


